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安全・安心な食肉を皆様のもとへ

中央卸売市場第二市場業務課長　�野 田　太 司

１．沿革及び概要

第二市場は，明治42年７月に設立された「京

都市立と畜場」を前身として，昭和44年10月に

中央卸売市場法に基づき，と畜場を併設した食

肉専門の中央卸売市場として全国で９番目に開

設された。

現在，食肉の中央卸売市場を開設している自

治体は，本市のほか，仙台市，さいたま市，東

京都，横浜市，名古屋市，大阪市，神戸市，広

島市，福岡市の計10都市である。

役割は，京都市とその周辺地域における食肉

流通の要として，市民に安全で安心な食肉を安

定供給することであり，生産者の出荷拠点，取

引の適正化，公正な卸売価格の形成などを担っ

ている。

市場の機構（平成26年３月１日現在）は，卸

売業者が１社（京都食肉市場株式会社（以下「京

食」という。）），買受人として売買参加者が248

業者，買受人団体が１団体（京都食肉買参事業

協同組合），第一種関連事業者が１団体（京都

副生物卸協同組合（以下「副生物組合」とい

う。）），第二種関連事業者が銀行１行（京都銀

行），格付機関が１団体（公益社団法人日本食

肉格付協会）となっている。

業務内容は，卸売会社（京食）が行っている

牛・豚の集荷，と畜解体，せり，配送業務等の

一連の業務や取引が，法律や条例等に則して適

正に行われているかなどを，市場の開設者の立

場から卸売会社や関連事業者へ指導監督すると

ともに，市場及びと畜場の施設や機械設備等の

維持管理等を行っている。

２�．将来計画策定へ～長期の低迷（平成21年

度まで）

（１）取扱状況

第二市場における最多時の取扱頭数は，牛が

約２万６千頭（昭和45年），豚が約７万３千頭

（昭和49年），総取扱金額が約178億円（昭和63

年）を記録したが，平成３年の牛肉の輸入自由

化や平成８年の病原性大腸菌O-157，平成13年

のBSE発生の影響もあり，平成８年度に牛の

と畜数が１万頭を下回って以降，７千～９千頭

と長期低迷状況が続いた。（図１，図２）

図１　第二市場の牛・豚取扱頭数の推移
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図２　第二市場の取扱金額の推移

（２）市場財政の状況

マスタープラン策定の前年度にあたる平成21

年度の市場財政の状況は，繰入率（市場特別会

計の歳出に占める繰入金の割合）が86％であっ

た。一般会計からの繰入金に大きく依存してい

る状態であり，歳出減と併せて，歳入増が重要

な課題となっていた。

本市は，こうした状況を改善するため，使用

料の改定，光熱水費の適正負担の促進などの取

組を始め，平成22年度には一定の見直しを図る

が，依然として市財政への依存度が高い状態に

ある。

（３）市場の運営形態

第二市場の運営については，卸売会社である

京食を中心として，副生物組合と株式会社中畜

（以下「中畜」という。平成25年10月１日付で

京食が吸収合併）の３社が主要業務を行ってい

た。牛・豚の集荷，と畜解体，せり等一連の業

務を京食が，市場内における副生物・牛の部分

肉の加工処理（京食より作業を受託）を副生物

組合が，市場で購入された牛枝肉及び加工処理

された部分肉の配送業務を中畜が担っていた。

中でも京食は，卸売会社として重要な役割を

果たしており，本市も15パーセントの株式を出

資している。しかし，その経営を維持するため

には，本市の補助金が欠かせない状態であり，

営業力の強化として，卸売業務の強化（集荷頭

数の安定，出荷者との意見交換，売買参加者と

の関係強化）や，買付品販売活動の強化（在庫

商品の減少），出荷者や売買参加者へのサービ

ス向上など，抜本的な経営改革に取り組むこと

が急務となっていた。

また，卸売会社と他の市場関係者の機能が重

複しており，市場全体として統一的かつ組織的

な経営力・営業力を強化することが困難であ

り，物流的にも，一頭の牛・豚のと畜・解体か

ら配送までの業務を複数の事業者が行うとい

う，非効率な状態となっていた。

３．マスタープランの策定

これらの現状や課題を踏まえ，第二市場の将

来像や京都の「食」の在り方を展望し，「京都

市中央卸売市場第二市場の在り方」（平成20年

11月策定），「京都市中央卸売市場第二市場基本

構想」（平成21年３月策定）を経て，「京都市中

央卸売市場第二市場「京ミートマーケット」マ

スタープラン」（平成22年12月策定）を策定し，

今後10年間に取り組むべき以下の４つの重点戦

略を定め，市場財政の改善と市場機能の強化へ

乗り出した。

（ １）市場の一体的運営（卸売会社等関連事業

者の一元化）と更なる公設民営化

第二市場においては，京都市や卸売会社をは

じめとする複数の事業者が，経営企画，営業，

広報，総務企画及び場内業務管理など，個別に
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業務を行っている現状があり，運営面で非効率

な状況にある。このため，集荷から販売までの

運営の効率化，営業力，ブランド力の強化等，

機能強化のためには，市場全体で統一的に取り

組む必要がある。

また，一頭の牛・豚のと畜・解体から配送ま

での業務を，複数の事業者が行っている状態で

あり，業務のフローが複雑化し，結果的に非効

率な運営構造になっている。このため，これら

の作業を統合し，集荷から販売まで一貫した枝

肉・部分肉・副生物の取扱を行い，加工のプロ

セスを明解にして業務の効率化を図る。

さらに，市場財政改善のため，一元化後の新

会社に施設の管理など市の業務の委託化と，市

人員の削減を進め，運営費の削減に向けた取組

を行う。

（２）運営会社の経営改革

卸売会社等関連事業者の一元化と並んで，早

急に現在の卸売会社の経営改革を行う必要に迫

られている。現状，経営力強化のための戦略が

十分に機能している状態ではなく，集荷・販売

戦略として今後10年間の目標を設定し，具体的

な取組を進めることとした。

平成32年度までの10年間で，牛13,000頭，豚

23,000頭を目指すこととし，卸売会社は，自ら

で経営改善を行い，取扱頭数の増頭に向けて，

産地との連携及び買参者とのコミュニケーショ

ンを強化し，集荷販売戦略の立案を行ってい

く。その中で，枝肉市場の開拓，部分肉・副生

物の取扱い，輸出対応等といった具体策の検討

を行う。本市は，卸売会社の経営改革，市場財

政の改善等の観点から，卸売会社の取組と連携

し，支援を行うこととする。

目標数値に関しては，新施設稼働後の平成30

年度より，新施設の強みを生かし，大幅増を想

定した。（図３，図４）

（３）施設の改築

現在の敷地内で全面建て替えを行い，コール

ドチェーンシステムの導入，HACCP（ハサッ

プ・危害分析重要管理点）対応及び環境負荷低

減等に配慮した，コンパクトで効率的な施設を

目指す。

併せて，と畜からせり，加工までを見学でき

る施設とすることにより，食肉を通じた「食育」

の発信拠点とする。

図３　今後10年間の取扱頭数の目標数値

図４　今後10年間の取扱高の目標数値

＊新施設稼働後の平成30年から大幅増を想定
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（４）京都府との連携

第二市場は，京都府内の牛・豚の出荷頭数の

半数以上を取り扱っており，府内の畜産振興に

大きな役割を果たしている。今後，府内産畜産

物を取り扱う市場として，また，府内産ブラン

ドの振興拠点としての機能を果たしていく上

で，ますます府・市の連携が重要となってく

る。

同時に府市が共に支える観点から施設整備に

ついて，応分の負担を府へ求めていく。

４．マスタープランの推進（現在の取組）

現在，これらの重点戦略などマスタープラン

の進捗状況について，外部の有識者から客観

的・専門的な意見を聴くため，第三者による協

議の場を設け，モニタリングを行うとともに，

計画が着実に進捗するよう取組を進めている。

卸売会社等関連事業者の一元化への取組につ

いては，マスタープラン策定と並行して協議を

開始し，事業者間での基本合意書の締結，新運

営会社準備委員会，プロジェクトチーム会議で

の協議を進め，事業者間での統合に関する補償

協議に時間を要したが，関係者の努力と英断に

より平成24年12月に合意に至り，平成26年４月

に統合されることになった。現在統合に向けた

各種作業が行われており，一元化後の新会社の

中・長期経営計画策定が大きなテーマとなって

いる。

また，現在の卸売会社の経営改革について

は，集荷目標の達成を目指して，既存出荷者及

び新規出荷予定者（牧場等）に対し出荷増頭の

要請を行うとともに，牛の生体輸送費の一部支

援を始める。売買参加者についても，広域的な

営業活動を行う大・中規模事業者に新たに取引

いただくなど，掘り起し及び新規開拓に取り組

んでいる。

本市においても，卸売会社が産地等を訪問す

る時に職員が同行し，市場の施策をＰＲすると

ともに，支援策として，卸売会社の出荷者に対

する輸送費支援や取扱頭数の増頭見合いに対す

る補助金の支給を開始した。

その結果，平成24年度は，マスタープランの

目標頭数に対し，牛取扱頭数で42ポイント増と

なるなど，改築前の旧施設においても大幅に取

扱頭数を増頭することができた。（図５，図６）

図５　マスタープランの目標値と実績比較（取扱頭数）

図６　マスタープランの目標値と実績比較（取扱高）

＊平成24年度時点の比較
　 目標値に対し，牛取扱頭数：42ポイント増，豚取扱頭

数：12ポイント増，取扱金額：24ポイント増となる。
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施設の改築については，平成23年度に施設整

備に係る基本計画を策定し，平成25年度は基本

設計の策定に取り組んでいる。コンセプトとし

ては，①安全で安心な食肉を提供する施設，②

市場機能を見据えたコンパクトな施設，③環境

に配慮した施設，④市民への食情報提供の拠点

となる施設としており，平成30年度の稼働を目

指している。

第二市場は，長期の低迷期を乗り越え，施設

の改築と絶え間ない改革を続け，市民の皆様に

安全・安心な食肉を将来に渡り提供していく。


